
船舶事故調査報告書 

令和７年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和６年８月６日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷
くらしき

市水島
みずしま

港（水島西公共ふ頭１号岸壁） 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位００５°２.４海里付近 

 （概位 北緯３４°３０.５′ 東経１３３°４４.２′） 

事故の概要  自動車専用船JUPITER
ジ ュ ピ タ ー

 LEADER
リ ー ダ ー

は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和６年８月２２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

自動車専用船 JUPITER LEADER（パナマ共和国籍）、４４,４１２トン 

 ９４０２７５６（ＩＭＯ番号）、CENTENNIAL SHIPPING S.A. 

 乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（パナ

マ共和国発給） 

水先人、内海水先区二級水先人水先免状 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部外板に擦過傷 

岸壁 コンクリート部に欠損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約１～２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長ほか２２人（全員がフィリピン共和国籍）が乗り組

み、大阪湾和田
わ だ

岬沖で水先人が乗船し、船長と打合せを行った後、水

先人が水先業務を行い、明石
あ か し

海峡航路、備讃
び さ ん

瀬戸
せ と

東航路、備讃瀬戸北

航路及び水島航路を航行した後、水島港内の水島西公共ふ頭１号岸壁

（以下「本件岸壁」という。）への右舷着けでの着岸作業を行ってい

た。 

 水先人は、船橋内で２隻のタグボート（以下「タグＡ」及び「タグ

Ｂ」という。）を使用し、各タグボートに操船の指示をしていた。 

水先人は、タグＡを左舷船首部、タグＢを左舷船尾部に配置させ、

それぞれタグラインを取らせた。 

水先人は、本船を本件岸壁の着岸予定位置東方沖を北進で通過させ

た後、速力を徐々に減じながら左回頭し、約１.５ノットの対地速力

で本件岸壁着岸予定位置東方沖１００ｍ付近まで接近させた。 

水先人は、本件岸壁東方沖１００ｍ付近で船長Ａと共に右舷ウイン

グに移動し、各タグボートに指示を続けた。 

水先人は、本船が本件岸壁に対して平行になる姿勢として停止させ

た後、タグＡ及びタグＢを本船の左舷正横側に移動させ、各タグの船

首を本船船体に直接圧着する状態である頭付けとさせた上で、本船が



本件岸壁に平行のまま接近するよう指示を出し、本件岸壁への接近を

開始した。 

水先人は、本船右舷が本件岸壁から約５０ｍに接近した際、タグＡ

及びタグＢに対し、「頭付けで押せ」と「頭離せ」の指示を繰り返し

行い、本件岸壁への接近速度を遅くするとともに、本船の姿勢が本件

岸壁との平行を保った状態を維持しながら、本件岸壁への接近を継続

した。 

水先人は、本船右舷が本件岸壁から約５ｍに接近した際、本船をほ

ぼ停止させ、本船が本件岸壁に対して平行姿勢を維持できていたの

で、そのまま各タグに頭付けで本件岸壁方向に押すように指示した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船への各タグの頭付け状況（概要） 

 

本船は、各タグの頭付けで押されたことにより、そのまま本件岸壁

に着岸したところ、船尾が船首に比べて早く本件岸壁に設置された防

舷材まで到達し、その際、防舷材が反発したことで船尾が少し本件岸

壁から離れた。 

水先人は、目視では、平行状態が維持できていると思っていたが、

船尾が本件岸壁から少し離れたので、タグＢに対し、船尾を更に押し

込むことで着岸状態を維持するよう指示し、タグＢに船尾を押し込ま

せた。（図２参照） 
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図２ 航行経路図 

 

本件岸壁上で綱取作業を行っていた作業員は、本船の係留作業の途

中で本件岸壁と本船右舷外板に損傷が生じていることに気付いたの

で、水先人及び本船乗組員に連絡した。 

水先人は、各タグの押し込みにより本船を本件岸壁に着岸させた

後、船尾側の本件岸壁上のコンクリートの欠損及び本船船体の塗装の

剝離を伴う擦過傷が生じている旨の連絡を受け、本船が本件岸壁に衝

突したことを知った。（写真１、図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 船体と岸壁の衝突場所   図３ 衝突場所の概位 

（写真１：船長が事故発生後に作成したレポートから引用） 
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水先人及び水先人の隣に立ち着岸作業を確認していた船長は、衝突

による衝撃を感じなかったので、着岸操船中に衝突したことに気付か

なかった。 

水先人及び船長は、係留作業が終わった後、本船船上から本件岸壁

に移動し、船体及び本件岸壁の損傷状況を確認した。 

水先人は、代理店に本事故の発生を連絡し、代理店から港湾管理者

である岡山県水島港湾事務所に本事故発生の報告が行われ、海上保安

庁には港湾管理者が通報した。 

水先人は、本船と本件岸壁との距離が約５ｍとなってから、各タグ

に頭付けで本件岸壁と平行姿勢を保ったまま押させたが、船尾が船首

に比べて早く着岸したので、本件岸壁の防舷材に強く当たり、この結

果、防舷材の反発で船尾が本件岸壁から離れたと本事故後に思った。 

水先人は、本件岸壁に船体を着岸させた際、タグＢに船尾付近の本

件岸壁の防舷材の反発による反動を強く押し込むことはせず、時間を

かけて、静かに抑え込ませて本件岸壁との平行姿勢を整えた上で、着

岸し直すべきであったと本事故後に思った。 

本船乗組員及び本件岸壁上で綱取作業を行っていた作業員のうち、

本事故発生の瞬間を見ていた者はいなかった。 

分析  本船は、本件岸壁においてタグボートを使用して右舷着けで着岸作

業中、水先人が、本件岸壁に対して平行状態を保って接近させていた

ものの、着岸の反動で船尾が本件岸壁から離れ、タグボートを用いて

船尾を本件岸壁側に押し込んだことから、右舷船尾部が本件岸壁に衝

突したものと考えられる。 

本船は、本件岸壁に対して平行状態で接近していたが、船尾が船首

よりも早く着岸したことから、着岸直前には平行状態が保てていな

かったものと考えられる。 

本事故に伴う損傷は、最初に船尾が本件岸壁に着岸した際に生じた

可能性も考えられるが、水先人、船長を含む乗組員及び本件岸壁上の

作業員は、本件岸壁に本船船体が衝突した状況を見ておらず、その状

況について明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が着岸作業中、水先人が、タグボートを使用して本

件岸壁に対して平行状態を保って本船を接近させていたものの、船尾

が船首よりも早く着岸し、着岸の反動で船尾が本件岸壁から離れ、タ

グボートを用いて船尾を本件岸壁側に押し込んだため、右舷船尾部が

本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・水先人は、着岸時、岸壁に設置された防舷材の反発で船体が岸壁

から離れた場合、無理に反動を抑え込まず、時間を掛けて着岸の

姿勢を整えること。 



 

・水先人は、着岸作業を行う際、船体の姿勢変化に即応できるよ

う、船首尾のどちらかの寄り状況を重点的に確認するのではな

く、船体全体の姿勢に注意を払うこと。 


